
1告知義務について
●保険契約者や被保険者には健康状態等について告知してい
ただく義務（告知義務）があります。
告知は、生命保険の公平な引受判断のための重要事項で
す。オリックス生命（以下「当社」）はご契約にあたって、
過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、
身体の障害状態、職業等について「告知書」でおたずねし
ます。事実をありのまま正確に、もれなくお知らせ（告知）
ください。
※告知の仕方につきましては、別紙の記入例をご参照くだ
さい。

●告知受領権（告知を受ける権限）は当社（当社所定の「告
知書」を介して受領）が有しています。当社の社員・生命
保険募集人（当社の生命保険代理店、カスタマーサービス
センターなどで応対させていただく者を含みます）には告
知受領権がなく、これらの者に口頭でお知らせいただいて
も、告知したことにはなりません。

●保険契約の申込み後または保険金・給付金等の請求および
保険料払込免除の請求の際、当社の社員または当社が委託
した者が、申込内容や告知内容または請求内容等について
確認させていただく場合があります。

2正しく告知しなかった場合の取扱いについて
保険契約の解除や取消しをすることがあります。

故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、
正しくないことを告知した場合には、責任開始日（復活日を
含みます）から２年以内であれば、「告知義務違反」として
保険契約または特約を解除することがあります。

●責任開始日から２年経過後でも、保険金・給付金等の支払
事由または保険料の払込免除事由が２年以内に生じていた
場合には、保険契約または特約を解除することがあり
ます。

●保険契約または特約を解除した場合、お支払いする払戻金
があれば、その金額を保険契約者にお支払いします。

●保険契約または特約を解除した場合、保険金・給付金等の
支払事由が生じていても、お支払いしません。また、保険
料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。

告知義務違反の内容が特に重大な場合には、「詐欺による取
消」を理由として、保険契約または特約を取消すことがあり
ます。
この場合、保険金・給付金等の支払いや保険料の払込免除は
行いません。また、既に払込まれた保険料の払戻しや解約払
戻金の支払いもありません。

※告知義務違反による解除の対象外となる２年経過後にも取
消しとなることがあります。

告知に関して、ご不明な点、疑問点、内容訂正や告知もれが
ある場合などは、「カスタマーサービスセンター」にご連絡
ください。

カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル ０１２０‐５０６‐０９４
受付時間 月曜～土曜 ９：００－１８：００
（日曜・祝日・年末年始休み）

3現在の生命保険契約を解約または減額し、新た
な保険に契約し直す場合について

●現在ご契約の保険契約の解約・減額を前提に、新たな保険
契約の申込みをする場合には、多くの場合、解約払戻金は、
払込保険料の合計額より少ない金額となります。

●新規の保険契約と同様に告知義務があります。
告知内容によっては、新たな保険契約をお引受けできな
かったり、告知しなかったために新たな保険契約が解除ま
たは取消しとなることがあります。
※新たな保険に契約し直す場合も、「█2 正しく告知しなかっ
た場合の取扱いについて」が適用されます。

●現在の保険契約について一定期間の契約継続を条件に発生
する配当の請求権等＊を失う場合があります。
＊当社の商品（団体保険を除く）には配当はありません。

〈引受基準緩和型の保険に加入する場合の留意事項〉

当社の他の保険に比べて保険料が割増しされています。
●この保険（特約を含む）は、告知項目を限定し、引受基
準を緩和することで、持病がある方、入院経験がある方
が加入しやすいように設計されています。
このため、保険料は当社の他の保険に比べて割増しされ
ています。

●健康状態についてより詳細な告知をいただくことで、保
険料が割増しされていない当社の他の保険に契約いただ
ける場合があります。

●契約日からその日を含めて１年以内に支払事由に該当し
た場合には、保険金・給付金等の支払額は５０％に削減さ
れます。
※支払事由によっては削減されない場合があります。
※詳しくは「商品概要のご説明―契約概要―」をご確認
ください。

特に重要な事項の
お知らせ

―注意喚起情報―

■｢特に重要な事項のお知らせ」は、ご契約に際して特に注意いた
だきたい重要な事項や不利益となる事項を記載しています。契約
前に必ずお読みいただき、内容を確認・理解のうえ、お申込みく
ださい。

■保険契約の内容に関する詳細は、ご契約後にお送りする「ご契約
のしおり／約款」に記載しています。あわせてご確認ください。

重 要 必ずお読みください （２０１８年１０月作成）
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4保険契約の申込みの撤回等（クーリング・オフ制
度）について

●申込者または保険契約者は、保険契約の申込日から、その
日を含めて１５日以内であれば、申込みの撤回または保険契
約の解除（以下「申込みの撤回等」といいます。）をする
ことができます。この場合、払込みいただいた金額を全額
お返しします。（利息はつきません）。

●申込みの撤回等は書面でのみ受付けますので、以下あてに
郵送してください。

オリックス生命保険株式会社 事務センター
〒１９０‐００１２ 東京都立川市曙町２‐２２‐２０

立川センタービル

●申込みの撤回等の申出日は、書面を発信したとき（郵便の
消印日付）とします。

〈申込みの撤回等の申し出の記入例〉

●「特約のみの申込みの撤回」「保険契約や特約の減額」など、
申込みの一部の撤回または保険契約の一部の解除はできま
せん。

●当社は、申込者または保険契約者に対し、申込みの撤回等
に関して損害賠償、または違約金その他の金銭の支払いを
請求しません。

●申込みの撤回等の書面を発信したときに保険金や給付金等
の支払事由が生じている場合には、申込みの撤回等の効力
は発生しません。ただし、申込みの撤回等の書面を発信し
たときに、申込者または保険契約者が、保険金や給付金等
の支払事由が生じていることを知っている場合を除き
ます。
※生命保険は長期にわたる契約です。申込みに際しては十分
ご検討ください。

5責任開始時（日）について
●生命保険契約の成立には、お客さまからの保険契約の申込
書および告知書にもとづく当社の承諾が必要です。
当社の社員・生命保険募集人（当社の生命保険代理店、カ
スタマーサービスセンターなどで応対させていただく者を
含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介（取
次ぎ等）を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。

●保険契約の保障が開始される時期を責任開始時といい、責
任開始時が属する日を責任開始日といいます。

〈「責任開始に関する特約」が付加される保険契約の場合〉
※原則、この特約が付加されています。
当社が保険契約をお引受けすることを承諾した場合には、
告知または申込書の受領＊のいずれか遅いときから、保険
契約上の責任を開始します。

＊申込書の受領とは、当社または当社の生命保険募集人（生
命保険代理店を含みます）が申込書を受領したときをい
います。

＜例＞

告知 申込書の受領 承諾 第１回
保険料
払込み

責 任 開 始

〈「責任開始に関する特約」が付加されない保険契約の場合〉
当社が保険契約をお引受けすることを承諾した場合には、
告知または第１回保険料（充当金）の払込みのいずれか遅
いときから、保険契約上の責任を開始します。
※クレジットカードで払込みいただく場合には、当社がク
レジットカードの有効性等の確認をしたときに第１回保
険料（充当金）を払込みいただいたものとします。

＜例＞

申込み 告知 第1回保険料
充当金払込み

承諾

責 任 開 始

※保険種類によっては、一部、責任開始日から一定期間は保
障されない場合があります。

※詳しくはご契約後にお送りする「ご契約のしおり（契約に
際して／保障の開始時期（責任開始））」をご確認ください。

6保険金・給付金等をお支払いできない場合につ
いて

つぎのような場合には、保険金・給付金等をお支払いできな
いことがあります。
●支払事由に該当しない場合
例：責任開始時前の疾病や不慮の事故を原因とする場合 等

●告知内容が事実と相違し、保険契約または特約が告知義務
違反により解除となったか、または詐欺により取消しと
なった場合

●保険契約または特約が重大事由により解除された場合
例：①保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こした

場合
②保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受
取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該
当すると認められた場合 等

●保険料の払込みがなく、保険契約が失効した場合

●保険契約の締結・復活にあたり、保険契約または特約が、



契約
応当日

失効

払込猶予期間払込期月

4/1 4/10 4/30 5/1 5/31 6/1

契約
応当日

失効

払込猶予期間払込期月

4/1 4/10 4/30 5/1 6/10 6/11

詐欺により取消しとなった場合や、保険金・給付金等の不
法取得目的により無効となった場合

●支払いの免責事由に該当した場合
例：①責任開始日から３年以内に被保険者が自殺した場合
②保険契約者、被保険者または受取人の故意・重大な
過失による場合 等

※詳しくはご契約後にお送りする「ご契約のしおり（契約後
／保険金等＊を支払いできない場合）」をご確認ください。
＊保険種類によっては、「保険金等」の名称が、「給付金
等」に変わります。

保険金・給付金等をお支払いできない場合については、当社
ウェブサイト（https://www.orixlife.co.jp/）にも掲載し
ています。

7保険料の払込猶予期間、保険契約の失効、自動
振替貸付、復活について

●払込猶予期間内に払込みがない場合、保険契約は失効し
ます。
保険料は払込期月（保険料を払込みいただく月）内に当社
へ払込みください。払込期月内に払込みの都合がつかない
場合には、以下の払込猶予期間内に払込みください。
払込猶予期間満了日までに保険料の払込みがない場合、保
険契約は効力を失います。これを「失効」といいます。
＜保険契約が月払の場合＞
・払込期月：契約応当日（月ごとの応当日）の属する月の
初日から末日まで
・払込猶予期間：払込期月の翌月初日から末日まで

＜保険契約が半年払・年払の場合＞
・払込期月：契約応当日（半年払の場合は、半年ごとの応
当日）の属する月の初日から末日まで
・払込猶予期間：払込期月の翌月初日から翌々月の月単位
の契約応当日まで

「責任開始に関する特約」が付加される保険契約の場合、
第１回保険料の払込期間、払込猶予期間は以下のとおりで
す。なお、払込猶予期間満了日までに保険料の払込みがな
い場合、保険契約は無効となります。
・払込期間：責任開始日から翌月末日まで
・払込猶予期間：払込期間満了日の翌月初日から翌々月末
日まで

責任開始日

無 効

払込猶予期間第１回保険料の払込期間

4/10 5/31 6/1 7/31 8/1

●保険料の自動振替貸付
あらかじめ申し出があり、かつ、保険料の自動振替貸付が
可能な場合には、当社が自動的に保険料を立替えて、保険
契約を有効に継続させます（口座振替扱・クレジットカー
ド払扱の場合、保険料率が変更され、保険料が割増しとな
ります）。
この場合、当社所定の利率で利息がかかります（複利
計算）。
※保険料の自動振替貸付の取扱いがない保険種類もあり
ます。詳しくは「商品概要のご説明ー契約概要ー」をご
確認ください。

●復活に関する事項
いったん失効した保険契約でも、一定の期間内（保険種類
により異なります）であれば、保険契約の復活を申込むこ
とができます。
保険契約の復活を当社が承諾した場合には、未払込保険料
とそれに対する利息の払込みおよび告知がともに完了した
日を復活日とし、保険契約上の保障を開始します。
【ご注意ください】
・復活に際しても、「█1 告知義務について」「█2 正しく告
知しなかった場合の取扱いについて」に記載の内容が適
用されます。
・被保険者の健康状態等によっては復活できない場合があ
ります。
※詳しくはご契約後にお送りする「ご契約のしおり（契約
後／保険契約の復活）」をご確認ください。

8解約と解約払戻金について
解約する場合には、解約請求書を請求のうえ、お手続きくだ
さい。
払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険
金・給付金等の支払い、保険契約の締結や維持に必要な経費
にあてられます。したがって解約すると、解約払戻金は多く
の場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
保険種類・保険期間・保険料払込期間・契約年齢・性別・経
過年数等によっても異なりますが、特に契約後短期間で解約
したときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわず
かです。なお、解約払戻金をなくす、または、解約払戻金を
抑制することで保険料を引下げる保険種類もあります。
※詳しくは「商品概要のご説明―契約概要―」をご確認くだ
さい。

9保険金・給付金等の請求について
●お客さまからの請求に応じて、保険金・給付金等をお支払
いします。支払事由が生じた場合だけでなく、支払いの可
能性があると思われる場合や、不明点がある場合も、すみ
やかに「保険金・給付金お問合せ窓口」へご連絡ください。

●加入中の保険契約によっては、複数の種類の保険金・給付
金等の支払事由に該当することがあります。不明点がある
場合等にはすみやかに「保険金・給付金お問合せ窓口」へ



ご連絡ください。

●当社からの手続きに関するお知らせ等、重要なご案内がで
きなくなるおそれがあります。保険契約者の住所を変更し
た場合には、必ずカスタマーサービスセンターへご連絡く
ださい。

●請求手続きについては当社ウェブサイト（https://www.
orixlife.co.jp/）にも掲載しています。

●被保険者が保険金・給付金等を請求できない約款所定の事
情がある場合は、あらかじめ指定された被保険者の「戸籍
上の配偶者または３親等内の親族」（指定代理請求人）が
被保険者に代わって保険金・給付金等を請求することがで
きます＊。また、指定代理請求人も請求できない約款所定
の事情がある場合は、被保険者の（１）戸籍上の配偶者、（２）
親または子、（３）兄弟姉妹の順位で代理請求を行うことが
できます。
＊指定代理請求特約が付加されている場合
※指定代理請求人に対し、支払事由の内容、および代理請求
ができる旨をお伝えください。
※詳しくはご契約後にお送りする「ご契約のしおり（契約後
／指定代理請求特約）」をご確認ください。

保険金・給付金お問合せ窓口
フリーダイヤル ０１２０‐５０６‐０５３
受付時間 月曜～土曜 ９：００－１８：００
（日曜・祝日・年末年始休み）

※保険金・給付金についてのお問合せは、受取人ご本人さ
まよりお願いいたします。

カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル ０１２０‐５０６‐０９４
受付時間 月曜～土曜 ９：００－１８：００
（日曜・祝日・年末年始休み）

※契約内容に関するお問合せは、契約者ご本人さまよりお
願いいたします。

10業況の変化による保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険契約時
の保険金額・給付金額等を削減することがあります。

11生命保険契約者保護機構について
当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破
綻した場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保
護の措置が図られることがあります。この場合にも、保険契
約時の保険金額・給付金額等を削減することがあります。

12相談窓口・苦情の申出先について
●生命保険の手続きや保険契約に関する相談・苦情について
は、当社お客さま相談窓口へご連絡ください。

お客さま相談窓口
フリーダイヤル ０１２０‐２２７‐７８０
受付時間 月曜～金曜 ９：００－１７：００
（土日・祝日・年末年始休み）

●当社の商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命
保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電
話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪により生命
保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受付けていま
す。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受付
けています（一般社団法人生命保険協会のウェブサイト
http://www.seiho.or.jp/）。
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命
保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として１か月
を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決
がつかない場合は、指定紛争解決機関として、生命保険相
談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の
保護を図っています。

被 保 険 者： 男 性 ・ 女 性

契 約 年 齢： 歳

保 険 期 間： 終身

保 険 料 払 込 期 間： 終身払

保 険 金 額： 万円

特 約 付 加： リビング・ニーズ特約付加

自 動 振 替 貸 付： 保険料の自動振替貸付（適用する・適用しない）

保険料払込方法（回数）： 月払 ・ 半年払 ・ 年払

保 険 料： 円

保 険 金 受 取 人： （続柄： ）

指 定 代 理 請 求 人： （続柄： ）

【申込内容記入欄】
以下に申込内容記入欄を設けましたので、当社から連絡
等があるまで申込内容の控えとしてご利用ください。
なお、申込後に保障内容が変更となる場合もあります。
あらかじめご了承願います。
申込みの承諾が決定した場合には、改めて保険契約者あ
てにお引受けする保険契約の内容を通知します。
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